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　　 告　　 示
○指定居宅サービス事業所の指定　　　　　　　　　　　　　　　（高齢保健福祉課）　 �
○熊本県金融円滑化特別資金融資制度要項の一部を改正する要項　　　（経営金融課）　 �
　　 公　　 告
○熊本周辺地域高度技能活用雇用安定計画の公表　　　　　　　　　　（労働雇用課）　 �
○開発行為に関する工事の完了　　　　　　　　　　　　　　　　　　（建　 築　 課） ��
○　　 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ） ��
○県有林立木の公売　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（森林整備課） ��
○土地改良区役員の退任及び就任　　　　　　　　　　　　　　　　　（農村計画課） ��
○開発行為に関する工事の完了　　　　　　　　　　　　　　　　　　（建　 築　 課） ��
　　 登　 載　 依　 頼
○鹿本地域保健医療推進協議会の会議の開催　　　　（鹿本地域保健医療推進協議会） ��
○鹿本地域保健医療推進協議会救急医療専門部会の会議の開催
　　　　　　　　　　　　　　　　（鹿本地域保健医療推進協議会救急医療専門部会） ��
○平成 ��年度定期監査結果に基づく改善措置　　　　　　　　　　　　（監 査 委 員） ��
　　 正　　 誤
○平成 ��年 �月 ��日熊本県公告第 ���号（菓子博関連交通誘導業務委
　託に係る一般競争入札の実施）中　　　　　　　　　　　　　　　　（観光物産課） ��

　告　　 示

熊本県告示第 768 号
　介護保険法（平成 �年法律第 ���号）第 ��条第 �項の規定により指定居宅サービス事業
所を次のとおり指定した。
　　 平成 ��年 ��月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
　【訪問介護】

　【通所介護】

熊本県告示第 769 号
　熊本県金融円滑化特別資金融資制度要項の一部を改正する要項を次のように定める。
　　 平成 ��年 ��月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
　　　 熊本県金融円滑化特別資金融資制度要項の一部を改正する要項
　熊本県金融円滑化特別資金融資制度要項（平成 ��年熊本県告示第 ���号）の一部を次の
ように改正する。
　第 �条第 �号を削る。
　第 �条第 �号中「及び第 �号」及び「ただし、前条第 �号に掲げる者に対する運転資金
にあっては、�����万円以内とする。」を削る。
　第 �条第 �号中「（前条第 �号に掲げる者に対する運転資金にあっては、年 ����パーセ
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指定年月日事　業　者　名事業所の名称及び事業所の所在地

平成��年��月�日有限会社　熊本介護サポート訪問介護事業所　熊本介護サポ�ート

熊本市京町二丁目��番��号

指定年月日事　業　者　名事業所の名称及び事業所の所在地

平成��年��月�日特定非営利活動法人　あやの里熊本市山ノ内デイサービスセンター

熊本市山ノ内二丁目�番�号



ント以内）」を削る。
　附則を附則第 �項とし、附則に次の �項を加える。
２　 融資利率は、平成 ��年 ��月 �日から平成 ��年 �月 ��日までに資金の貸付がなされ
　たものに限り、第 �条第 �号の規定にかかわらず、年 ����パーセント以内とする。
　　　 附　 則
　この要項は、告示の日から施行する。

　公　　 告

熊本県公告第 758 号
　地域雇用開発促進法（昭和 ��年法律第 ��号）第 �条第 �項の規定に基づき策定した熊
本周辺地域高度技能活用雇用安定計画について、厚生労働大臣の同意を得たので、同条第
�項の規定により、次のように公表する。
　　 平成 ��年 ��月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
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